
 

ますます重要性の高まる共同研究開発の円滑な遂行のために 

基礎から学ぶ『共同研究開発契約』の実務 
 

２０１５年 ２月 １２日（木） １３：００～１６：３０ 

 企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

 ＴＡＣ名古屋校（名古屋：名鉄バスターミナルビル９Ｆ） 

 ＴＡＣ梅田校（大阪：梅田センタービル５Ｆ） 

 

佐藤経営法律事務所   
弁護士・米国公認会計士・公認内部監査人  佐藤孝幸 氏 

 
 
 

 

 

１．共同研究開発契約の特徴 

・研究開発の目的についての十分なコンセンサス 

・合理的で効果的な研究開発の業務分担 

・産学連携における特殊性 

２．共同研究開発の目的・対象の設定 

３．業務と費用の分担 

   ・業務の分担 

  ・費用の分担 

４．情報交換と秘密保持 

・共同研究開発契約締結前における秘密保持契約と情報交換 

・共同研究開発期間中における秘密保持義務と情報提供・交換 など 

５．第三者への業務委託 

６．共同研究開発の成果の帰属と利用、成果の公表 

・共同研究開発成果の帰属 

・共同研究開発成果の利用 

・独占禁止法上の問題 

・成果の公表 など 

７．他の研究開発の禁止 

・独占禁止法上の問題など 

８．契約期間、共同研究開発の中止、契約の終了 

・契約期間 

・共同研究開発の中止 

・共同研究開発契約の終了 

・契約当事者の離脱 など 

 

※ 質疑応答を通じて、個別の質問にもお答えいたします。 

 

※講師とご同業の方のご参加は、お断りする場合がございます。 

 ※最少催行人数に満たない場合には、開催中止となる場合がございます。 

 

 

 

 

 

141731-0303（※） 

 

141745-0303（※） 

 

141746-0303（※） 

 

早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。外資系銀行において金融業務、米国大手会計事務所において
国際税務コンサルティング業務、大手総合商社において契約法務等に従事。２００２年４月 佐藤経
営法律事務所開設。複数の企業の社外監査役も務める。主な著書として『実務契約法講義』（民事法研
究会）、『英文契約書の読み方』（かんき出版）、『ただいま授業中 内部統制がよくわかる講座』（かんき
出版）、『詳解 監査役の実務』（中央経済社）がある。 
 

税込・資料代含 

３２，４００円（本体価格 ３０，０００円） ３５，６４０円（本体価格３３，０００円） 

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mailにてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HPにてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受けいたしかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願い致します。 
■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／川守田 E-mail:kawamorita@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2麹町 31ＭＴビル 2Ｆ 
 

■開催にあたって■ 

近年の著しい技術革新の結果、技術が極

めて高度かつ複雑なものとなり、さらに、よ

りスピーディな技術開発が求められている

ことから、従来のように、個別企業単位で

研究開発を行っていたのでは、研究開発

に費やす金銭的・時間的なコストが膨大と

なるうえ、技術レベル、技術開発力におけ

る効率性の追及という面からも、他の企業

（官・学）と共同で研究開発を行うケース

が増えています。本講座では、不確実性

故に難易度の高い共同研究開発契約の

交渉、作成、レビューにかかわる研究開発

部門、知的財産部門および法務部門など

の管理部門の方々を主な対象に、共同研

究開発契約の交渉・作成上のポイントを独

占禁止法上の論点も含めて基礎からわか

りやすく解説いたします。共同研究開発契

約に携わったことのない初心者の方のご

参加もお待ちしております。 

 

 

mailto:kawamorita@bri.or.jp

